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※これまでの資料がある場合は､「別紙記載」とする。
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↓ここには保護者との面談の記録を記載します。
	（幼・保）
〇年〇月〇日
	例）（場所・参加者）〇歳の時に保護者から申し出があり､話を聞いた。
（話の内容）来年度から〇〇していこうと保護者との合意形成を図った。（記載者名）

	
（小）

H31年４月１日

H31年５月１日



H31年６月１日













R２年３月１日


	（１）通常の学級における指導から通級による指導を加えた学びの場への変更
『文部科学省　第２編　就学に関する事前相談・支援､就学先決定､就学先変更のプロセス』より一部抜粋
（事例１）
注意欠陥多動性障害の例　小学１年生の児童Ａは､就学時健康診断の集合時に落ち着きがなかったり､姿勢を保持して話を聞くことが難しかったりしたため､就学後も経過観察をしていくことを保護者､教育委員会及び学校で合意していた。入学後１か月程度の行動観察を行ったところ､着席した姿勢を保持することが難しく､ 先生や友達の話を集中して聞くことに困難さが見られた。
当初、通常の学級の担任は、座席の位置を配慮したり、学習への見通しを視覚的に示したりするなどの配慮を行ったが、授業中の離席，不注意による指示の聞き洩らし、学習意欲の低下などが見られたため、通級による指導の利用について校内委員会で検討した。その上で、教育委員会に相談しながら、保護者との合意形成を図り、６月から通級による指導を開始した。 
通級による指導を開始するに当たって、通級指導教室の担当者による実態の的確な把握（アセスメント）を実施したところ、多動性や不注意だけではなく、協調運動の苦手さに対する指導も必要であることが分かった。そこで、①姿勢の保持の向上に向けて、バランスボールやトランポリンを使った活動を取り入れて体幹やバランス感覚を高める指導、②集中力の持続に向けて、課題の見通しを提示した上で、問題数を減らしたプリント学習やスリーヒントクイズによる聞く練習に取り組んだ。 
通級指導教室では、１対１の個別対応が確保され、児童Ａのペースに合わせて指導を展開することができるため、児童Ａ自身が自分の目標を意識して取り組み、成功体験や達成感を積み重ねることができた。少しずつ、着席姿勢の保持時間が長くなり、集中力も持続するなどの変容が見られてきた。また、通級による指導では肯定的に認められる評価の場面が多くもてることから、児童Ａの自信や自己肯定感の向上にもつながっていった。このような変容について、通級指導教室の担当と通常の学級の担任で情報共有するとともに、通常の学級においても、注意集中の状況を見て、できていることへの即時評価や視線や姿勢を確認した上での指示や課題の提示などの工夫を行っていった。 
１年時の年度末には、入学時に見られていた姿勢保持への課題や離席行動は見られなくなり、
学習への意欲も回復してきた。また、指示の聞き洩らしや聞き忘れがあった場合には、「もう一回言ってください」と援助要求することもできるようになった。
このような状況から、校内委員会及び教育支援委員会において、通級による指導を終了する判断を行い、保護者とも合意形成を図った。その際、引き続き、通常の学級で学習の見通しを視覚的に示したり、課題数を調整したりする合理的配慮を継続することを確認した。

	（中）
	

	（高）
	


※過去の記録がない場合は､情報として得ていることを追記してください。
（１）の他にも､下記のような場合の例文が掲載されております。
（２）通級による指導の終了から通常の学級における指導への学びの場の変更
（３）特別支援学級から通常の学級における指導と通級による指導を組み合わせた学 びの場への変更
（４）小学校（特別支援学級）から特別支援学校への進学
（５）特別支援学校から小学校（通常の学級）への転学
（６）小学校（通常の学級）から特別支援学校への転学
（参考文献）詳細は､『文部科学省　第２編　就学に関する事前相談・支援､就学先決定､就学先変更のプロセス』をご参照ください。
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  （幼・保）                 

  （小）                 
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  （高）                 

  ※ これまでの資料がある場合 は､ 「別紙記載」とする 。    

